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狩猟期間 令和７年１１月１５日～令和８年２月１５日、

岐阜県では、イノシシ及びニホンジカの狩猟に限り、狩猟期間が延長！
【１１月１日～１１月１４日】・・・わな猟のみ可能（とめさしのみ猟銃等使用可）
【２月１６日～ ３月１５日】・・・わな猟及び銃猟が可能

★ 入山者の皆さんへ
オレンジ色や黄色など、目立つ色の服を着たり、携帯ラジオを鳴らしたりして、人がいること
を狩猟者に知らせる工夫をしてください。
わなは非常に危険なので、わな設置の標識がある場所には近づかないようにしましょう。

☆ 狩猟者の皆さんへ
必ず、周囲への目配り、気配りをお願いします。
発射方向に人家や道路があったり、人がいたりする可能性のあるときは、絶対に引き金
を引いてはいけません。狩猟中の移動時であっても必ず脱包してください。
事故防止を第一として、無理をせず、余裕をもって狩猟を行いましょう。

です。


